
利根町営ドッグラン利用における注意事項 

 

皆さんが快適かつ安全に施設を利用いただけるよう，下記の注意事項を守ってください。

注意事項に反する方や犬に対しましては，利用をお断りする場合もございますので，利用

前に下記注意事項を十分ご確認頂き，利用ください。 

 

● 当施設の利用時間は，午前８時３０分から午後５時までとさせていただきます。 

● 利用は１年以内に狂犬病予防注射接種済票の交付を受けている犬に限らせていただき

ます。 

● ドッグラン施設内外問わず当敷地内で発生した犬に関わる事故につきましては，犬の

場合も，人の場合も法律的，経済的に飼い主（利用者）が一切の責任を持っていただ

きます。十分に注意いただくようにお願いいたします。また，施設内駐車場で事故や

盗難が発生した場合においても施設管理者は一切の責任を負いませんので，十分に注

意し利用をお願いいたします。 

● 中学生以下のお子様は保護者が同伴でないと入場できません。 

● 他の人や他の犬に危害を与えるおそれのある人，または犬は利用できません。 

● 他の犬をいじめたり，追いかけ回すことの無いよう飼い主は十分に注意してくださ

い。 

● 他の犬に食べ物などをあげることを禁止します。 

● 排泄物や抜け毛及びゴミは必ず飼い主が責任を持って持ち帰り，適正に処理をお願い

いたします。 

● ドッグランの施設内は全面禁煙です。 

● ドッグランの施設外では必ずリードの装着をお願いいたします。 

● ドッグランの利用について問題が発生し，施設管理者が特に必要とした場合は，施設

の利用を休止し，または廃止するものとします。 

● 施設や設備を破損した場合速やかに原状回復し，又はその損害を賠償してください。 

● その他の事項につきましては施設管理者の指示に従ってください。 

尚，指示に従わない場合には退場していただく場合もあります。 
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